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○
中
小
小
売
商
業
振
興
法
施
行
規
則

（
昭
和
四
十
八
年
九
月
二
十
九
日
通
商
産
業
省
令
第
百
号
）

改

正

案

現

行

（
特
定
連
鎖
化
事
業
の
運
営
の
適
正
化
）

（
特
定
連
鎖
化
事
業
の
運
営
の
適
正
化
）

第
十
条

法
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

第
十
条

法
第
十
一
条
第
一
項
第
六
号
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及
び
常
時
使

一

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
な
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に

用
す
る
従
業
員
の
数
並
び
に
法
人
に
あ
つ
て
は
役
員
の
役
職
名
及
び
氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
代
表
者
の
氏
名

二

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
主

二

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
及
び
主

要
株
主
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
十
以
上
の
株
式

要
株
主
発
行
済
株
式
の
総
数
又
は
出
資
の
総
額
の
百
分
の
十
以
上
の
株
式

(
(

又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。

又
は
出
資
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
所
有
し
て
い
る
者
を
い
う
。

の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
他
に
事
業
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
種
類

）
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
他
に
事
業
を
行
つ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
種
類

)三

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
、
そ
の
総
株
主
又
は
総
社
員
の
議
決

権
の
過
半
に
相
当
す
る
議
決
権
を
自
己
又
は
他
人
の
名
義
を
も
つ
て
有
し
て

い
る
者
の
名
称
及
び
事
業
の
種
類

四

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
直
近
の
三
事
業
年
度
の
貸
借
対
照
表

及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
類

五

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
の
当
該
事
業
の
開
始
時
期

三

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
な
う
者
の
当
該
事
業
の
開
始
時
期

六

直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数
の
推
移
に
関
す
る
事

項
七

直
近
の
五
事
業
年
度
に
お
い
て
、
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
契

約
に
関
し
、
加
盟
者
又
は
加
盟
者
で
あ
つ
た
者
に
対
し
て
提
起
し
た
訴
え
の
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件
数
及
び
加
盟
者
又
は
加
盟
者
で
あ
つ
た
者
か
ら
提
起
さ
れ
た
訴
え
の
件
数

八

加
盟
者
の
店
舗
の
営
業
時
間
並
び
に
営
業
日
及
び
定
期
又
は
不
定
期
の
休

業
日

九

当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
が
、
加
盟
者
の
店
舗
の
周
辺
の
地
域
に

お
い
て
当
該
加
盟
者
の
店
舗
に
お
け
る
小
売
業
と
同
一
又
は
そ
れ
に
類
似
し

た
小
売
業
を
営
む
店
舗
を
自
ら
営
業
し
又
は
当
該
加
盟
者
以
外
の
者
に
営
業

さ
せ
る
旨
の
規
定
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十

契
約
の
期
間
中
又
は
契
約
の
解
除
若
し
く
は
満
了
の
後
、
他
の
特
定
連
鎖

化
事
業
へ
の
加
盟
禁
止
、
類
似
事
業
へ
の
就
業
制
限
そ
の
他
加
盟
者
が
営
業

活
動
を
禁
止
又
は
制
限
さ
れ
る
規
定
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
一

契
約
の
期
間
中
又
は
契
約
の
解
除
若
し
く
は
満
了
の
後
、
加
盟
者
が
当

該
特
定
連
鎖
化
事
業
に
つ
い
て
知
り
得
た
情
報
の
開
示
を
禁
止
又
は
制
限
す

る
規
定
の
有
無
及
び
そ
の
内
容

十
二

加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
金
銭
を
徴
収
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
に
関
す

四

加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
金
銭
を
徴
収
す
る
と
き
は
、
当
該
金
銭
に
関
す
る

る
事
項

事
項

十
三

加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
売
上
金
の
全
部
又
は
一
部
を
送
金
さ
せ
る
場
合

に
あ
つ
て
は
そ
の
時
期
及
び
方
法

十
四

加
盟
者
に
対
す
る
金
銭
の
貸
付
け
又
は
貸
付
け
の
あ
つ
せ
ん
を
行
う
場

合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
貸
付
け
又
は
貸
付
け
の
あ
つ
せ
ん
に
係
る
利
率
又
は

算
定
方
法
そ
の
他
の
条
件

十
五

加
盟
者
と
の
一
定
期
間
の
取
引
よ
り
生
ず
る
債
権
債
務
の
相
殺
に
よ
つ

て
発
生
す
る
残
額
の
全
部
又
は
一
部
に
対
し
て
利
息
を
附
す
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
利
息
に
係
る
利
率
又
は
算
定
方
法
そ
の
他
の
条
件
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十
六

加
盟
者
の
店
舗
の
構
造
又
は
内
外
装
に
つ
い
て
加
盟
者
に
特
別
の
義
務

五

加
盟
者
の
店
舗
の
構
造
又
は
内
外
装
に
つ
い
て
加
盟
者
に
特
別
の
義
務
を

を
課
す
と
き
は
、
そ
の
内
容

課
す
と
き
は
、
そ
の
内
容

十
七

特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者
又
は
加
盟
者
が
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に

生
じ
る
金
銭
の
額
又
は
算
定
方
法
そ
の
他
の
義
務
の
内
容

第
十
一
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者

第
十
一
条

法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
連
鎖
化
事
業
を
行
う
者

が
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
に
加
盟
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
交
付
す
る
書
面

が
当
該
特
定
連
鎖
化
事
業
に
加
盟
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
交
付
す
る
書
面

に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
同
表
の
下

に
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

欄
に
掲
げ
る
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
項

内
容

事
項

内
容

一

加
盟
に
際
し
徴
収
す
る
加
盟
金

イ

徴
収
す
る
金
銭
の
額
又
は
算
定

一

加
盟
に
際
し
徴
収
す
る
加
盟
金

イ

徴
収
す
る
金
銭
の
額
又
は
算
定

、
保
証
金
そ
の
他
の
金
銭
に
関
す

方
法

、
保
証
金
そ
の
他
の
金
銭
に
関
す

方
法

る
事
項

ロ

加
盟
金
、
保
証
金
、
備
品
代
そ

る
事
項

ロ

加
盟
金
、
保
証
金
、
備
品
代
そ

の
他
の
徴
収
す
る
金
銭
の
性
質

の
他
の
徴
収
す
る
金
銭
の
性
質

ハ

徴
収
の
時
期

ハ

徴
収
の
時
期

ニ

徴
収
の
方
法

ニ

徴
収
の
方
法

ホ

当
該
金
銭
の
返
還
の
有
無
及
び

ホ

当
該
金
銭
が
返
還
さ
れ
る
も
の

そ
の
条
件

で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
条
件

二

加
盟
者
に
対
す
る
商
品
の
販
売

イ

加
盟
者
に
販
売
し
、
又
は
販
売

二

加
盟
者
に
対
す
る
商
品
の
販
売

イ

加
盟
者
に
販
売
し
、
又
は
販
売

条
件
に
関
す
る
事
項

を
あ
つ
せ
ん
す
る
商
品
の
種
類

条
件
に
関
す
る
事
項

を
あ
つ
せ
ん
す
る
商
品
の
種
類
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ロ

当
該
商
品
の
代
金
の
決
済
方
法

ロ

当
該
商
品
の
代
金
の
決
済
方
法

三

経
営
の
指
導
に
関
す
る
事
項

イ

加
盟
に
際
し
て
の
研
修
又
は
講

三

経
営
の
指
導
に
関
す
る
事
項

イ

加
盟
に
際
し
て
の
研
修
又
は
講

習
会
の
開
催
の
有
無

習
会
の
開
催
の
有
無

ロ

加
盟
に
際
し
て
研
修
又
は
講
習

ロ

加
盟
に
際
し
て
研
修
又
は
講
習

会
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
内

会
が
行
な
わ
れ
る
と
き
は
、
そ
の

容

内
容

ハ

加
盟
者
に
対
す
る
継
続
的
な
経

ハ

加
盟
者
に
対
す
る
継
続
的
な
経

営
指
導
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
回

営
指
導
の
方
法
及
び
そ
の
実
施
回

数

数

四

使
用
さ
せ
る
商
標
、
商
号
そ
の

イ

当
該
使
用
さ
せ
る
商
標
、
商
号

四

使
用
さ
せ
る
商
標
、
商
号
そ
の

イ

当
該
使
用
さ
せ
る
商
標
、
商
号

他
の
表
示
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
の
表
示

他
の
表
示
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
の
表
示

ロ

当
該
表
示
の
使
用
に
つ
い
て
条

ロ

当
該
表
示
の
使
用
に
つ
い
て
条

件
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

件
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
内
容

五

契
約
の
期
間
並
び
に
契
約
の
更

イ

契
約
の
期
間

五

契
約
の
期
間
並
び
に
契
約
の
更

イ

契
約
の
期
間

新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

ロ

契
約
更
新
の
条
件
及
び
手
続
き

新
及
び
解
除
に
関
す
る
事
項

ロ

契
約
更
新
の
条
件
及
び
手
続
き

ハ

契
約
解
除
の
要
件
及
び
手
続
き

ハ

契
約
解
除
の
要
件
及
び
手
続
き

ニ

契
約
解
除
に
よ
つ
て
生
じ
る
損

ニ

契
約
解
除
に
よ
つ
て
生
じ
る
損

害
賠
償
金
の
額
又
は
算
定
方
法
そ

害
賠
償
金
の
支
払
い
そ
の
他
の
義

の
他
の
義
務
の
内
容

務
の
内
容
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六

直
近
の
三
事
業
年
度
に
お
け
る

イ

各
事
業
年
度
の
末
日
に
お
け
る

加
盟
者
の
店
舗
の
数
の
推
移
に
関

加
盟
者
の
店
舗
の
数

す
る
事
項

ロ

各
事
業
年
度
内
に
新
規
に
営
業

を
開
始
し
た
加
盟
者
の
店
舗
の
数

ハ

各
事
業
年
度
内
に
解
除
さ
れ
た

契
約
に
係
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

ニ

各
事
業
年
度
内
に
更
新
さ
れ
た

契
約
に
係
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

及
び
更
新
さ
れ
な
か
つ
た
契
約
に

係
る
加
盟
者
の
店
舗
の
数

七

加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
徴
収
す

イ

徴
収
す
る
金
銭
の
額
又
は
算
定

六

加
盟
者
か
ら
定
期
的
に
徴
収
す

イ

徴
収
す
る
金
銭
の
額
又
は
算
定

る
金
銭
に
関
す
る
事
項

に
用
い
る
売
上
、
費
用
等
の
根
拠

る
金
銭
に
関
す
る
事
項

方
法

を
明
ら
か
に
し
た
算
定
方
法

ロ

商
号
使
用
料
、
経
営
指
導
料
そ

ロ

商
号
使
用
料
、
経
営
指
導
料
そ

の
他
の
徴
収
す
る
金
銭
の
性
質

の
他
の
徴
収
す
る
金
銭
の
性
質

ハ

徴
収
の
時
期

ハ

徴
収
の
時
期

ニ

徴
収
の
方
法

ニ

徴
収
の
方
法


